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（様式１） 

 

課程認定団体申請書 

 

                                                                  年   月   日 

   公益社団法人日本キャンプ協会 

   会 長  殿 

 

 

 

                申請団体名 

                                                                                          

印 

                団体所在地 

 

                                        

 公益社団法人日本キャンプ協会が定めた規程に従って講義・実習を行うこととし、下記の書類を添えて課程認定団体

の申請を行います。 

 

    ①養成カリキュラム実施計画書（別添・様式２） 

    ②養成担当講師名簿 

     資 格 番 号        講 座 担 当 講 師 名 

  D1-  

  D1-  

  D1-  

  D1-  

  D1-  

  D1-  

  D1-  

  D1-  

  D1-  

  D1-  

   

③事務担当責任者                     

 氏 名                     電 話               

 E-mail:                   FAX             
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（様式２） 

養成カリキュラム実施計画書 

（新規団体用） 
                                            

                             年   月   日 
                   

申請団体名                      
                            

 

１．理論編（１０時間） 

 

  ※使用テキスト 『キャンプ指導者入門』 発行：公益社団法人日本キャンプ協会 

科 目 内 容 時間 実施予定日 担当講師 備  考 

キャンプの特性 ２    

キャンプの対象 ３    

キャンプの指導 ３    

キャンプの安全 ２    

 

 

２．実技編（１０時間） 

 

科 目 内 容 時間 実施予定日 担当講師 備  考 

１．キャンプの安全 

・ファーストエイドの実際 

・フィールド調査（現地踏査） 

・危険予知とその対処 

１ 

   

２．キャンプの生活技術 

・テント設営 

・野外炊事 

・工具及び道具使用法 

・ロープワーク 

・天気予報、観天望気 

４ 

   

３．さまざまなアクティビティー 

野外ゲーム キャンプソング 

 キャンプファイアー 登山 

 ハイキング キャンプクラフト 

 星座観察 自然観察 野鳥観察 

 冒険プログラム ニュースポーツ 

 創作芸術活動 雪上活動  

地域研究 水辺活動 

 オリエンテーリング サイクリング 

 ウオークラリー 採集活動 

ナイトプログラム 

イニシアティブゲーム 

各種パッケージドプログラム 

５ 

   

 

＊開催要項・シラバス等も添付してください。 
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（様式３） 

課程認定内容変更申請書 

 

                                                                      年  月  日 

 公益社団法人日本キャンプ協会 

          会 長  殿 

 

                   課程認定団体番号 

 

                   課程認定団体名                            

                   団 体 所 在 地                                

                   事務担当責任者                    印 

 

            

課程認定内容について、下記のとおり変更を申請します。 

 
 

（あてはまる□部分にチェックを入れてください） 

 

    □ キャンプインストラクター養成カリキュラム実施計画書の変更 

     

 

    □ 養成担当講師の変更 

 
 

□ 団体名称もしくは所在地の変更 

 

 

 

 

 

 

＜変更前＞ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜変更後＞ 
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                                                  （様式4） 

 

 

登録用紙・認定証・試験問題 請求用紙 

 

                                                  送信日    年   月   日  

課 程 認 定 番 号  

課 程 認 定 団 体 名  

担 当 部 課 名 

担 当 者 名 
 

連  絡  先 

〒 

 

 

 

電話：         ＦＡＸ： 

送 付 希 望 内 容 

登録用紙        部 

 

認 定 証         部 
                       下記の どちらか を選択してください 

試験問題        部   （ ①□ ・②□ ） 

送  付  先 

※上記団体・担当者宛以外の場合は、施設名、気付部課名、担当者名などを 

詳しく記入ください。（連絡先と同じ場合は未記入で結構です） 

〒 

 

 

 

          TEL 

送 付 期 限 年   月   日 までに 

連絡事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＡＸ ０３－３４６９－０５０４ 
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（様式５） 

キャンプインストラクター養成実施報告書 

 

公益社団法人日本キャンプ協会の規定に従って、キャンプインストラクター養成を行いましたので、下記のとおり報告

します。 

報告書提出日         年    月    日 

課程認定団体番号  

課程認定団体名          

実 施 団 体 名          

  

事務担当者氏名         

                                

  印 

 電話              FAX 

 

 

  担当講師氏名         

（指導者資格番号） 

             

（D1-       ） 

   

            （D1-    ） 

  

          （D1-      ） 

   

            （D1-    ） 

    

      （D1-     ） 

     

         （D1-    ） 

養 成 実 施 期 間   年   月   日  ～       年   月   日 

資 格 認 定 日 （西暦）       年    月    日 

合 格 者 数                    名 

※「次年度扱い」の登録申請の場合は、「資格認定日」を必ず「翌年の４月１日」としてください。 

 

  合 格 者 名 簿 

１ ６ 11 

２ ７ 12 

３ ８ 13 

４ ９ 14 

５ 10 15 

（名簿等の別紙添付も可） 

 

＜※提出書類確認：「キャンプインストラクター養成実施報告書」（本様式）以外の書類＞  

 □「登録諸経費内訳書」（様式６） 

 □ 登録諸経費納入済の振替用紙コピー（様式６に貼付） 

 □「キャンプインストラクター登録用紙」（１・２枚目）（受講№＝合格者名簿番号の記入、認定日の記入） □ 実施

カリキュラム資料（理論・実技） 

   （キャンプ実習時の参加者用しおりやキャンプ実習報告書を、参考資料として添付してください。） 
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（様式６） 

登録諸経費内訳書 

 

                                                                   年   月   日作成 

課程認定番号          

課程認定団体名          

事務担当者氏名                                         印 

   

①登録諸経費の総額          １５，０００円 ×      人 ＝        円 

 

②課程認定団体収納金   ２，０００円 ×      人 ＝         円 

                         

日本キャンプ協会への送金額 （ ① － ② ） 

１３，０００円 ×      人 ＝                         円 

 

  ◆振込先  【郵便振替口座】００１９０－３－３４０３１ 

                加入者名 公益社団法人日本キャンプ協会 
 

※他金融機関から振り込む場合 

ゆうちょ銀行 ○一九（ゼロイチキュウ）店  

当座預金 ００３４０３１ 

 

       【銀行口座】三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 普通預金 №0030235 

                         口座名義 シヤ）ニホンキヤンプキヨウカイ 

 

 

 どちらかに  ✓ を入れてください。 

□ 郵便振替口座へ振込み 

□ 銀行口座へ振込み 

 

振 込 日       年     月     日 

 

  振込人名義                                    

※課程認定団体名と異なる場合はご記入ください。 
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（様式７） 

2019年度 養成実施計画書 

(兼 課程認定団体更新申請書 継続団体用) 

                                                                    年   月   日記入 

課程認定団体番号  

課程認定団体名  

事務担当責任者 

（フリガナ) 

 

部署名等 

 

連  絡  先 

電話                            FAX 

 E-mail 

 

 2019年度のキャンプインストラクター養成（予定）について 

１．養成の実施予定 
□あり  □なし 

 （理由：                       ） 

２．担当講師の変更・追加 
□なし  □変更あり  □追加あり  

       （※変更・追加のある場合→変更申請書の提出予定  月頃） 

３．事務担当責任者の変更 □なし  □上記の担当者に変更 

４．テキストの発注予定            冊 （     年   月頃の発注予定） 

５．登録用紙等の請求予定            枚 （     年   月頃の発注予定） 

６．養成プログラムの 

実施予定期間 

（講義開始から試験終了まで） 

 ①     年    月 ～      年   月 

 

 ②     年    月 ～      年   月 

７．養成実施報告書の提出 

  （登録申請時期） 

 ①     年    月 （ 当該年度 ・ 次年度 ）扱い 

 

 ②     年    月 （ 当該年度 ・ 次年度 ）扱い 

８．登録者数の予定 

  （インストラクター） 
 合計             人程度 

通信欄（問い合わせ事項があればお書きください） 

 

 

 

5月末日までに､FAX(03-3469-0504)、Ｅメールまたは郵送でお送りください。 
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（様式８） 

 

テキスト「キャンプ指導者入門」注文用紙 

 

                                                  送信日    年   月   日  

 ＜氏名・団体名＞ 

 ＜担当部課名・氏名＞ 

 ＜住所・連絡先＞ 

   〒 

 

 

 

 

 

 

電 話 

                       ＦＡＸ 

 

＜注文数＞                              冊 

 ＜送付先住所＞ ＊施設名、気付、部課名、担当者名など詳細に記入してください。 

（上記の連絡先と同じ場合は未記入で結構です） 

   〒 

   

 

 

 

 

電 話     （           ） 

 ＜請求書宛名･送付先＞  ＊上記の｢氏名･団体名｣と異なる場合に記入してください。 

   〒 

 ＜備 考＞ 

ＦＡＸ ０３－３４６９－０５０４ 
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（様式９） 

公益社団法人日本キャンプ協会 入会申込書 

 

   （新規入会団体用）                                年  月  日 

 
ふりがな 

団 体 名 
  

 

 

所 在 地 

〒 

 

 

 電    話  Ｆ Ａ Ｘ  

 Ｅ メ ー ル  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ  ゙  

 
団    体 

代表者名 

 

 

                    （職 名             ） 

 

 

 

 

事務担当者 

※郵送物の宛先となります 

 

 

（職 名             ） 

 

 

 

 

備    考 

 

団体の概要等をご記入ください。また、パンフレット等があれば添付してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会処理欄 Ａ  Ｂ  Ｃ  賛  他 ＮＯ 

   

  

 

   太枠内は記入しないでください。 
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公益社団法人 日本キャンプ協会 公認指導者養成課程認定団体のための審査基準 

 
 

１．課程認定団体の審査について 

 公益社団法人日本キャンプ協会（以下「日本キャンプ協会」という。）の公２（指導者養成）運営委員会は課程認定団体の申請

等について審査し、可否を決定しその結果を理事会に報告する。 

 

２．課程認定団体について 

日本キャンプ協会公認の指導者養成課程の認定を受けようとする団体は、以下に定める条件を整えなければならない。 

 

①課程認定キャンプ協会（Ａ団体） 

１） 日本キャンプ協会に加盟する都道府県を代表するキャンプ協会。 

２） 講座担当講師は、日本キャンプ協会公認キャンプディレクター１級の資格を有していること。 

３） 講座担当講師５名以上及び事務担当者を置くこと。 

４） 課程の認可事項に変更が生じたときは、直ちに変更手続きをすること。 

 

②課程認定校（Ｂ団体） 

１） 認定を受けようとする学校は、学校教育法に基づく大学又は短期大学、専修学校（専門課程又は一般課程）、各種学校であ

ること。 

２）講座担当講師は、日本キャンプ協会公認キャンプディレクター１級の資格を有していること。 

３）講座担当講師１名以上及び事務担当者を置くこと。 

４）課程の認可事項に変更が生じたときは、直ちに変更手続きをすること。 

５）日本キャンプ協会の団体会員であること。 

 

③一般課程認定団体（Ｃ団体） 

１）認定を受けようとする事業体・団体等は、キャンプ関連事業を展開していること。 

２）講座担当講師は、日本キャンプ協会公認キャンプディレクター１級の資格を有していること。 

３）講座担当講師１名以上及び事務担当者を置くこと。 

４）課程の認可事項に変更が生じたときは、直ちに変更手続きをすること。 

５）日本キャンプ協会の団体会員であること。 

 

３．課程認定に関する教科カリキュラム及び費用等については別途定める。 

 

４．この基準の改定は日本キャンプ協会公２（指導者養成）運営委員会の審議を経て行う  

  ことができる。 

                            
 

                                   2012年4月1日制定 

                                   2017年1月27日改訂 
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公益社団法人 日本キャンプ協会 指導者資格認定規程 
 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条 この規程は、公益社団法人日本キャンプ協会（以下「日本キャンプ協会」という。）定款第２章第４条に定める指導

者の資格を認定することを目的とする。 

  

第２条 この規程でいう資格認定とは、指導者の資格認定条件、認定過程、および申請の手続き、登録、更新までを総称する。 

 

第３条 この規程で認定する日本キャンプ協会公認指導者は、次の３種とする。 

 （１）キャンプインストラクター 

 （２）キャンプディレクター２級 

 （３）キャンプディレクター１級 

 

 

第２章 資格認定の条件 

 

第４条 指導者は日本キャンプ協会の会員でなければならない。 

 

第５条 キャンプインストラクターは、次の各項に該当するものとする。 

（１）１８歳以上で、指導者にふさわしい知識と資質を有すること。 

（２）キャンプにおいて、小集団の生活を指導する基礎的な理論と技術を身につけていること。 

（３）日本キャンプ協会所定のキャンプインストラクター養成課程を修了し、所定の試験に合格していること。 

 

第６条 キャンプディレクター２級は、次の各項に該当するものとする。 

（１）キャンプインストラクター資格を取得後、会員としての義務を果たし、指導者にふさわしい知識と資質を有する

こと。もしくは、日本キャンプ協会がキャンプインストラクター資格相当の知識と技能を有すると認め、指導者

にふさわしい資質を有すること。 

（２）キャンプのプログラム及びマネジメントに関する理論と技術を身につけていること。 

（３）日本キャンプ協会の定めるキャンプディレクター２級養成課程を修了し、所定の試験に合格していること。 

 

第７条 キャンプディレクター１級は、次の各項に該当するものとする。 

（１）キャンプディレクター２級資格を取得後、会員としての義務を果たし、指導者としてふさわしい知識と資質を有

すること。もしくは、日本キャンプ協会がキャンプディレクター２級資格相当の知識と技能を有すると認め、指

導者としてふさわしい資質を有すること。 

（２）キャンプを総合的に企画運営、管理する理論と技術を身につけていること。 

（３）日本キャンプ協会の定めるキャンプディレクター１級養成課程を修了し、所定の試験に合格していること。 

 

第３章 資格認定 

 

第８条 キャンプインストラクターの認定は、次のように行う。 

（１）日本キャンプ協会または日本キャンプ協会が定めるキャンプインストラクター養成課程の実施条件を満たすと認

める団体（課程認定団体）が、キャンプインストラクター資格を認定する。 

（２）日本キャンプ協会または課程認定団体は、キャンプインストラクター資格を取得しようとする者に対し資格認定

の審査を実施する。 

（３）キャンプインストラクター資格認定の審査に合格した者は申請書類に必要経費を添え、日本キャンプ協会に提出

する。 

 

 

 

第９条 キャンプディレクター２級の認定は、次のように行う 

（１）日本キャンプ協会または日本キャンプ協会が定めるキャンプディレクター２級養成課程の実施条件を満たすと認

める団体（課程認定団体）が、キャンプディレクター２級資格を認定する。 

（２）日本キャンプ協会または課程認定団体は、キャンプディレクター２級資格を取得しようとする者に対し資格認定

の審査を実施する。 

（３）キャンプディレクター２級資格認定の審査に合格した者は申請書類に必要経費を添え、日本キャンプ協会に提出

する。 
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第１０条 キャンプディレクター１級の認定は、次のように行う。 

（１）日本キャンプ協会が、キャンプディレクター１級資格を認定する。 

（２）日本キャンプ協会は、キャンプディレクター１級資格を取得しようとする者に対し資格認定の審査を実施する。 

（３）キャンプディレクター１級資格認定の審査に合格した者は申請書類に必要経費を添え、日本キャンプ協会に提出

する。 

 

 

第４章 資格の登録および更新 

 

第１１条 各指導者に認定された者は、日本キャンプ協会公認キャンプインストラクター、キャンプディレクター２級、キャン

プディレクター1級として、日本キャンプ協会に登録される。 

 

第１２条 登録された資格は、１年ごとに更新しなければならない。 

 

第１３条 登録更新の手続きは、以下の会費及び資格更新料の納入をもって行われる。 

（１） 会費    ３，０００円 

（２） 更新料 

キャンプインストラクター １，０００円 

キャンプディレクター２級 ２，０００円 

キャンプディレクター１級 ３，０００円 

（３） 都道府県キャンプ協会会費（協会によって２，０００円もしくは３，０００円） 

 

第１４条 日本キャンプ協会は、指導者が定款第８条に該当するとき、公認を取り消すことが出来る。 

 

 

第５章 附 則 

 

第１５条 この規程の改定は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

附 則 

この規則は、2013年3月9日から施行する。 

この変更規則は、2015年3月15日から施行する。 
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公益社団法人 日本キャンプ協会 会員規程 

 

 

 

（趣 旨） 

第 １ 条 この規程は、公益社団法人日本キャンプ協会（以下「本会」という。）定款に定めるもののほか、会員に

関し必要な事項を定めるものである。 

 

（正 会 員） 

第 ２ 条 本会の目的に賛同する個人の普通会員で総会によって承認された者は、正会員となることが出来る。 

２ 第１項第１号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

 

（普通会員） 

第 ３ 条 本会の目的に賛同する個人または団体は、会長の承認を得て普通会員となることが出来る。 

 

（賛助会員） 

第 ４ 条 本会の事業を賛助する個人または団体は、会長の承認を得て賛助会員となることが出来る。 

 

（名誉会員） 

第 ５ 条 本会に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者は、会長の承認を得て名誉会員となることが出

来る。 

 

（入 会） 

第 ６ 条 会員として入会しようとする個人又は団体は所定の入会申込書を提出しなければならない。 

 

（経費の負担） 

第 ７ 条 正会員及び普通会員、若しくは賛助会員は、本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、入会し

た時及び毎年、総会で決定された額を支払う義務を負う。但し、総会で承認された正会員（個人の普通会

員）は正会員の額を支払うこととする。 

２ 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 

 

（入 会 金） 

第 ８ 条 定款第７条に定める入会金は、以下のとおりとする。 

 （１）正 会 員 ５，０００円 

 （２）普通会員 ５，０００円 普通会員（団体） １０，０００円 

 （３）賛助会員 １０，０００円 

 （４）名誉会員 免除 

 

（年 会 費） 

第 ９ 条 定款第7条に定める年会費は、以下のとおりとする。 

 （１）正 会 員 ３，０００円 

 （２）普通会員 ３，０００円 普通会員（団体） １０，０００円 

 （３）賛助会員 ３０，０００円（１口） 

 （４）名誉会員 免除 

 

（会員の権利） 

第１０条 会員はキャンプを普及する喜びを享受するほか、次の各号に定める権利を有する。 

 （１）本会主催の事業への参加 

 （２）資質向上を図るための講習会、研修会等への参加 

 （３）地域における交流事業及び国際交流事業への参加 

 （４）機関紙の収受 

 （５）各種情報及び資料の提供 

 

（会費の納入） 

第１１条 第８条の入会金及び第９条の会費は、毎事業年度における合計額の５０％以上を当該年度の公益目的事業

に使用し、５０％以下を法人の管理運営のために使用する。 
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（会員の資格喪失） 

第１２条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 

 （１） 退会したとき 

 （２） 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき 

 （３） 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき 

 （４） 正当な理由なく会費を当該年度終了後においても１年以内に納入しない場合であって、かつ、催

促に応じないとき 

 （５） 除名されたとき 

 

（退 会） 

第１３条 会員は、いつでも退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。 

２ 前項の場合、既納の入会金、会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 

 

（正会員の除名） 

第１４条  正会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、社員総数の３分の２以上の議決に基づ

き、当該正会員を除名することができる。 

 （１）本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき 

 （２）本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反したとき 

 （３）正会員としての重要な義務を履行しないとき 

 （４）その他正当な事由があるとき 

２  前項の規定により正会員を除名しようとするときは、会長は当該正会員に対し、除名の決議を行う総会の

１週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、総会において弁明の機会を与えなければならな

い。 

 

３  会長は、前項の規定により除名が決議されたときは、当該正会員に対し、除名した旨を通知しなければな

らない。 

 

（普通会員、賛助会員、名誉会員の除名） 

第１５条  普通会員、賛助会員又は、名誉会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、過半数

の決議に基づき、当該会員を除名することができる。 

 （１）本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき 

 （２）本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反したとき 

 （３）会員としての重要な義務を履行しないとき 

 （４）その他正当な事由があるとき 

 

（細 則） 

第１６条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。 

 

（改 廃） 

第１７条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

附 則 

この規程は、公益社団法人日本キャンプ協会の設立の登記の日から施行する。 

この規程は、2018年6月9日から施行する。 
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